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記
帳･

帳
簿
等
の

保
存
制
度
の
対
象
者
が

�

拡
大
さ
れ
て
い
ま
す

対
象
と
な
る
方

　

事
業
所
得
、不
動
産
所
得
ま
た
は

山
林
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う

全
て
の
方
で
す
。

（
所
得
税
の
申
告
の
必
要
の
な
い
方

も
、記
帳･

帳
簿
等
の
保
存
制
度
の
対

象
と
な
り
ま
す
）

記
帳
す
る
内
容

　

売
上
げ
な
ど
の
収
入
金
額
、仕
入

　

税
金
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た

家
電
・
雑
貨
な
ど
を
公
売
し
ま
す
。

日
　
時　

平
成
27
年
11
月
28
日（
土
）

　
　
　
　

11
時
開
場

場
　
所　

海
南
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

体
育
館（
海
南
市
船
尾
２
６
０
番
地
３
）

公
売
方
法　

入
札

入
札
に
必
要
な
も
の

　

①
購
入
代
金　

　

②
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

　

③
印
鑑

●
町
税
の
納
付
忘
れ
は

�
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
？

　

町
、県
お
よ
び
和
歌
山
地
方
税
回

収
機
構
で
は
、11･
12
月
を
合
同
の

「
滞
納
整
理
強
化
月
間
」と
し
て
、税

収
確
保
お
よ
び
納
期
内
に
納
税
い
た

だ
い
た
方
と
の
公
平
を
確
保
す
る
た

め
、滞
納
者
の
財
産
の
差
押
え
を
集

中
的
に
実
施
す
る
な
ど
、合
同
で
滞

納
整
理
の
強
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、納
付
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

至
急
、金
融
機
関
で
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、何
ら
か
の
事
情
で
納
付
で
き

な
い
方
は
、未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
こ

と
な
く
、納
税
方
法
に
つ
い
て
税
務
課

ま
で
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
夜
間
納
税
お
よ
び

�

相
談
窓
口
の
開
設
】

　

下
記
の
と
お
り
、夜
間
の
納
税
お

よ
び
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
町
税
は
納
付
期
限
内
に

�

納
付
し
ま
し
ょ
う

日
　
時
…
平
成
27
年
11
月
19
日（
木
）

20
日（
金
）

12
月
17
日（
木
）

18
日（
金
）

�

そ
れ
ぞ
れ
、午
後
８
時
ま
で

場
　
所
…
役
場
別
館
１
階　

税
務
課

　

町
税
は
自
主
的
に
納
期
限
内
に
納

付
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。

　

納
期
ま
で
に
町
税
を
納
付
し
な
い

場
合
は
督
促
状
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

督
促
状
を
発
し
た
日
か
ら
10
日
を
経

過
し
た
日
ま
で
に
、こ
の
町
税
に
か

か
る
徴
収
金
を
完
納
し
な
い
場
合
に

は
滞
納
処
分（
差
押
え
）を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

※�

徴
収
金
と
は
、本
税
に
延
滞
金
、督
促
手
数

料
な
ど
を
合
わ
せ
た
も
の
で
す

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３
・
３

８
０
２
）ま
で
。

れ
や
そ
の
他
の
必
要
経
費
に
関
す
る

事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
ま
す
。

帳
簿
等
の
保
存

　

収
入
金
額
や
必
要
経
費
を
記
載
し

た
帳
簿
の
ほ
か
、取
引
に
伴
っ
て
作
成

し
た
帳
簿
や
受
け
取
っ
た
請
求
書･

領

収
書
な
ど
の
書
類
を
保
存
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）ま
た
は
、

御
坊
税
務
署
個
人
課
税
部
門（
☎
２
２･

１
０
５
２
）ま
で
。

　

④
委
任
状

　
　
（
代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
）

　

⑤
同
意
書

　
　
（
入
札
者
が
未
成
年
の
場
合
）

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、和
歌
山
地
方

税
回
収
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.w
-zeikaishu.jp/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、お
問
い
合
せ
は
、和
歌
山

地
方
税
回
収
機
構（
☎
０
７
３･

４
２
２･

３
６
３
０
）ま
で
。

11
月
・
12
月
は「
合
同
滞
納
整
理
強
化
月
間
」！

和
歌
山
市
町
村
合
同
公
売
会
の
お
知
ら
せ
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平成27年度

各種講習日程表（12月〜３月）

場　　所：和歌山県建設会館3F会議室
講義時間：いずれも午前9時〜午後5時
　※�定員になり次第、締め切ります。また、申込者が少数の場合
は、講習会を取りやめさせていただく場合があります

【お問い合わせ】
　建設業労働災害防止協会　和歌山県支部
� ☎�073・436・1327　FAX�073・426・3987

講習 日時 受講料 受付開始日

コンクリート造の工作物
解体等作業主任者

12月８日（火）
〜12月９日（水）￥10,800 11月９日（月）〜

型枠支保工の組立て等
作業主任者

１月26日（火）
〜１月27日（水）￥10,600 12月21日（月）〜

木造建築物の組立て等
作業主任者

２月16日（火）
～２月17日（水）￥10,200 １月18日（月）〜

足場の組立て等作業主任者
３月１日（火）
～３月２日（水）

￥10,300 ２月１日（月）〜

地山の掘削及び土止め
支保工作業主任者

３月８日（火）
～３月10日（木）

￥17,700 ２月８日（月）〜

　不要になった本が、犯罪被害に遭われた方々
への支援活動に活用されます。
　寄付された本は、バリューブックスにて買い
取られます。買取り金額が、全国被害者支援ネッ
トワークを通じて、毎年１月に寄付者情報とと
もに紀の国被害者支援センターへ振り込まれる
仕組みとなっています。
　あなたの本のご寄付で、犯罪被害に遭われた
方々への支援の輪が広がります。ご協力よろしく
お願いします。申込方法など詳しくは、お問い合
わせください。
【お問い合わせ先】
　紀の国被害者支援センター
　事務局
　☎073･427･2100
　月〜金　10時〜17時
　（土･日･祝日･
� 年末年始は除く）

ホンデリング
〜本で広がる支援の輪〜

裁判所の調定でトラブルの解決をしては…

■日　時　11月10日（火）午前10時～正午
　　　　　（一組につき30分。時間厳守）
■場　所　おれんじ法律事務所
　　　　　（御坊市名屋町３丁目）
■定　員　�11月２日（月）午前９時の電話予約開

始の時点から、先着４組
【予約電話番号】
おれんじ法律事務所（☎32･7357）
（★11月10日の無料枠とお申し出ください）

　多重債務・相続・
離婚・交通事故・
不動産トラブルな
ど、身の回りの困

りごとを弁護士に相談してみませんか。
　相談の受付から、全てを法律事務所が行いま
す。弁護士には守秘義務がありますので、あなた
が相談された事実、相談内容、その他一切の秘密
は守られます。安心してご相談ください。

調定相談会開催のお知らせ
　御坊調定委員懇話会では、次の日程で調定相談会を開催しま
す。トラブルの解決等でお困りのかたは、是非ご利用ください。
■日　時　平成27年11月14日（土）　午前10時～午後３時
■場　所　御坊商工会議所3階�小会議室
■費　用　無料
【お問い合せ先】　　御坊裁判所　（☎22･0006）まで。
� 御坊調定委員懇話会

弁護士事務所の

無料法律相談！

裁判所の調定でトラブルの解決をしては…


